
新年明けましておめでとうございます。突然のＦＡＸ失礼いたします。
社労士業界トップ実績４０年の久保社労士法人です。資格制度改正や介護

処遇改善交付金受給に関して今から取るべき対応（介護職のキャリアパス）と
労働基準法の遵守が、緊急のテーマです！

対策の必要な労働基準法のポイント例は
★残業時間数に上限を設け、超えた場合は？
★管理監督者には、割増賃金が不要？
★就業規則の作成・周知が遅れている。。。
★利用者かのキャンセルは休業手当が必要？
★ヘルパーの移動時間は、労働時間になるの？
★強制参加でも、研修なら賃金はいらない？
★最低賃金を下回っていたら。。。。
★同じ会社でも事業所すべてに、労働保険？

ふりがな ふりがな
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●今回参加ができない方でも、下記のご希望の方は、いずれかにチェックし、必要事項をご記入ください。
□１．「労働基準法をクリアするセミナー」の資料を郵送してほしい。(費用１５００円)
□２．当日はどうしても参加できないので、無料の個別相談を希望する（１社１時間とさせていただきます）
□３．介護関連の助成金について、個別相談を希望する(1社１時間とさせていただきます。

尼崎市昭和通2-7-1 都ホテルニューアルカイック１F

TEL:06-6482-6312 E-mail：info@sr-kubo.jp 澤田（サワダ）または島崎（シマザキ）まで

兵庫県尼崎市昭和通2-7-1 都ホテルニューアルカイックビル1階

※ご参加料金は当日受付にてお支払いください。
（税別） （税別）

下記に必要事項をご記入のうえ、1月２３日（月）までに
06-6487-3960まで、切り取らずにこのまま送信してください。

阪神尼崎駅
から徒歩５分

●久保 太郎 久保社会保険
労務士法人 所長
厚労大臣認可労働保険
兵庫県労保連合会 会長

●久保 貴美 久保社会保険
労務士法人 副所長
介護労務コンサルタント

上場企業から小さな会社まで、 700社以上の人
事労務に携わり、常に社長の経営方針を大切にし
、活力ある就業規則、現場力の強化など社労士業
界トップクラスの実績を持つ。
●著書紹介・わかる!使える!就業規則
・事例で学ぶメンタルヘルス対策

※当日、必ず就業規則をご持参ください。

24年4月 改正介護保険法
介護事業所の労働法規の違反で
悪質ならば指定の取り消しも！

2012年1月25日（水）


